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は
じ
め
に

こ
こ
に
紹
介
す
る
外
交
史
料
館
所
蔵
の
「
外
交
公
文
」
と
は
、
近
世
か
ら
お
お

よ
そ
明
治
初
年
ま
で
の
外
交
記
録
を
用
い
て
編
纂
さ
れ
た
個
別
案
件
の
文
書
集
や
、

修
史
事
業
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
記
録
資
料
、
そ
の
他
記
録
編
纂
物
か
ら
な
る
史

料
群
で
あ
る
。

外
務
省
は
、
設
置
の
翌
年
で
あ
る
明
治
三
年
、
記
録
整
理
の
専
門
部
署
と
し
て

「
編
輯
掛
」
を
設
置
し
、外
交
記
録
の
整
理
編
纂
事
業
を
開
始
し
た
。
そ
の
後
、「
外

務
省
記
録
」
の
基
礎
と
な
る
文
書
の
分
類
整
理
事
業
が
進
め
ら
れ
、
内
閣
制
度
の

開
始
（
明
治
十
八
年
）
ま
で
に
多
く
の
編
纂
物
が
完
成
し
た
。「
公
文
」
は
元
来
、

そ
う
し
た
多
産
な
時
代
に
記
録
局
が
編
纂
し
た
成
果
物
の
集
積
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
れ
ら
の
編
纂
物
は
、
後
に
至
っ
て
、
あ
る
も
の
は
幕
末
外
交
史
編
纂
事
業

が
東
京
帝
国
大
学
へ
移
管
さ
れ
た
（
明
治
三
十
九
年
）
こ
と
に
伴
い
同
大
学
へ
引

き
渡
さ
れ
、ま
た
あ
る
も
の
は
外
部
へ
貸
与
中
の
被
災
等
に
よ
り
焼
失
し
た
た
め
、

現
在
外
務
省
（
外
交
史
料
館
）
に
残
っ
て
い
な
い
も
の
も
数
多
い
。

外
務
省
に
残
さ
れ
た
編
纂
物
は
、
主
と
し
て
当
初
の
和
綴
じ
冊
子
形
態
を
保
っ

た
ま
ま
「
公
文
」
と
い
う
名
称
で
保
存
さ
れ
、
外
交
史
料
館
の
開
館
（
昭
和
四
十

六
年
）
以
降
は
外
交
史
料
館
で
保
管
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
に
は
、
明
治
期
に
編

纂
さ
れ
た
幕
末
外
交
史
料
集
と
し
て
随
一
の
価
値
を
誇
る『
通
信
全
覧
』及
び『
続

通
信
全
覧
』
も
含
ま
れ
て
い
た
。

「
公
文
」
は
、
外
交
史
料
館
に
お
い
て
、
正
続
『
通
信
全
覧
』
が
単
独
の
史
料

群
と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
た
ほ
か
、
そ
の
他
の
一
部
が
独
立
し
て
外
務
省
記
録

フ
ァ
イ
ル
に
綴
ら
れ
、
一
般
利
用
に
供
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
以
外
の
も

の
に
つ
い
て
は
、外
務
省
記
録
フ
ァ
イ
ル
「
公
文
目
録　

附
通
信
全
覧
目
録
」

）
1
（

（
以

下
、
単
に
「
公
文
目
録
」
と
す
る
）
に
収
録
さ
れ
た
省
内
執
務
用
の
目
録
に
よ
っ

て
、
各
簿
冊
の
名
称
な
ど
最
低
限
の
書
誌
情
報
を
知
る
こ
と
は
で
き
た
も
の
の
、

目
録
中
の
ど
の
書
目
が
外
交
史
料
館
に
現
存
す
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な

か
っ
た
う
え
、
各
簿
冊
原
本
に
閲
覧
用
の
分
類
番
号
も
付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
一
般
利
用
者
が
史
料
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
環
境
は
整
っ
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
「
公
文
」
な
る
史
料
群
の
存
在
は
、
外
務
省
記
録
の
編
纂
事
情
に
精
通
し

て
い
た
先
達
や
、
先
述
の
「
公
文
目
録
」
に
注
意
を
払
っ
て
い
た
研
究
者
に
は
知

ら
れ
て
お
り
、
す
で
に
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
外
交
史
を
跡
づ
け
る
史

史
料
紹
介外

交
史
料
館
所
蔵
「
外
交
公
文
」
と
明
治
初
期
外
務
省
の
編
纂
事
業濵　
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料
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
実
績
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
う
ち
の
一
部
の
編
纂
物

は
、
初
期
の
『（
大
）
日
本
外
交
文
書
』
編
纂
の
典
拠
史
料
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た

こ
と
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
一
次
史
料
と
し
て
の
原
文
書
を
補
完
す
る
史
料
と
し

て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。

他
方
、「
公
文
」
は
、
史
料
群
と
し
て
の
由
来
が
検
証
さ
れ
る
機
会
を
得
な
か
っ

た
た
め
、
現
状
と
し
て
決
し
て
一
般
に
は
認
知
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
外
交
史
料
館
で
は
、「
公
文
」
の
う
ち
か
ら
、『
通
信
全
覧
』・『
続
通

信
全
覧
』
及
び
外
務
省
記
録
に
編
綴
さ
れ
た
簿
冊
を
除
い
た
部
分
に
つ
い
て
、
史

料
群
の
正
式
名
称
を
「
外
交
公
文
」
と
し
て
利
用
者
の
便
宜
に
資
す
る
べ
く
単
独

の
目
録
を
作
成
・
公
表
し
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
か
ら
一
般
利
用
に
供
し
て
い
る
。

新
た
な
目
録
の
作
成
に
際
し
て
は
、
元
と
な
る
「
公
文
目
録
」
の
秩
序
を
な
る
べ

く
逸
脱
し
な
い
よ
う
に
配
列
し
、
件
名
以
外
の
書
誌
情
報
も
可
能
な
限
り
記
載
す

る
こ
と
と
し
た
。
こ
う
し
て
一
般
公
開
し
た
目
録
が
、後
掲
〔
別
表
１
〕
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
外
務
省
記
録
の
「
公
文
目
録
」
に
収
録
さ
れ
た
各
種
目
録
を
手
が

か
り
と
し
て
、
そ
の
史
料
群
と
し
て
の
原
型
を
探
り
、「
外
交
公
文
」
に
帰
属
す
る

各
史
料
の
概
要
を
紹
介
す
る
。
つ
い
で
そ
れ
ら
が
従
来
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
た

か
と
い
う
観
点
も
交
え
つ
つ
、
同
史
料
が
現
存
の
形
で
保
存
さ
れ
て
き
た
経
緯
と

意
義
に
つ
き
若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

一　

現
存
の
「
外
交
公
文
」
と
「
公
文
目
録
」

「
外
交
公
文
」
の
史
料
群
と
し
て
の
性
質
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は

入
手
可
能
な
目
録
か
ら
手
が
か
り
を
探
る
こ
と
と
し
た
。
外
務
省
記
録
フ
ァ
イ
ル

の
「
公
文
目
録
」
に
は
下
記
の
と
お
り
、
異
な
る
時
期
に
作
成
さ
れ
た
三
種
類
の

目
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
、
最
初
に
綴
ら
れ
て
い
る
の
は
記
録
局
図
書
掛
に
よ
る
も
の
で
、「
明

治
十
九
年
七
月
更
訂
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
（
以
下
【
目
録
①
】）。
こ
の
目
録
は
、

冒
頭
に
「
明
治
二
十
三
年
五
月
二
十
三
日
引
継
ぎ
」
と
書
き
込
ま
れ
て
い
た
り
、

ま
た
、
欄
外
に
明
治
二
十
六
年
の
日
付
で
書
き
込
み
が
あ
っ
た
り
す
る
な
ど
、
作

成
（
更
訂
）
以
降
数
年
間
に
わ
た
り
し
ば
し
ば
記
録
整
理
の
実
務
に
参
照
さ
れ
、

必
要
に
応
じ
て
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、「
鶏
肋
ニ

ツ
キ
廃
ス
」
と
注
記
さ
れ
、
の
ち
に
目
録
か
ら
削
除
さ
れ
た
も
の
が
多
数
存
在
す

る
。「
鶏
肋
」
と
は
内
容
が
物
足
り
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
は
分

割
さ
れ
て
重
要
な
文
書
の
み
が
他
の
簿
冊
に
編
入
さ
れ
た
か
、
特
に
重
要
性
が
低

い
と
見
な
さ
れ
た
文
書
は
廃
棄
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
目
録
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
簿
冊
に
は
ま
と
ま
り
ご
と
の
「
函
番
号
」
と
、
全
史
料
の
通
番
で
あ
る
「
文

書
番
号
」
及
び
そ
の
冊
数
・
部
数
が
示
さ
れ
て
お
り
、「
公
文
」
が
当
時
ど
の
よ
う

な
秩
序
で
管
理
さ
れ
て
い
た
か
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
。
す
な
わ
ち
「
公
文
」

の
分
類
方
式
は
、
外
務
省
記
録
の
よ
う
に
階
層
系
統
が
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
各

簿
冊
に
函
番
号
と
文
書
の
連
番
と
か
ら
な
る
識
別
番
号
が
付
さ
れ
た
だ
け
の
単
純

な
構
成
で
あ
っ
た
。
な
お
、
各
簿
冊
の
原
本
に
は
識
別
番
号
（
函
番
号
及
び
文
書

番
号
）
を
判
別
す
る
た
め
の
ラ
ベ
ル
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。

次
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
明
治
期
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
目

録
で
あ
る
（
以
下
【
目
録
②
】）。
こ
の
目
録
の
冒
頭
に
は
、
明
治
十
八
年
四
月
付
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で
記
録
局
書
籍
係
の
中
邨
治
之
と
堀
田
幸
正
の
署
名
入
り
で
「
外
交
公
文
目
録
ハ

維
新
前
後
ヲ
問
ハ
ス
備
書
目
録
ト
区
別
シ
外
務
墳
典
ヲ
示
ス
モ
ノ
ナ
リ
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
目
録
で
は
、
多
く
の
史
料
に
函
番
号
ら
し
き
番
号
と
通
番
が
付

さ
れ
て
い
る
点
は
同
じ
だ
が
、
そ
の
番
号
の
付
き
方
は
前
出
の
目
録
と
は
異
な
る

の
で
、
整
理
の
前
提
と
し
て
予
備
的
に
書
目
を
列
挙
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
最
後
に
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
大
き
く
時
代
が
下
っ
て
、

昭
和
二
十
七
年
九
月
付
け
で
文
書
課
記
録
班
が
作
成
し
た
タ
イ
プ
打
ち
の
目
録
で

あ
る
（
以
下
【
目
録
③
】）。
そ
の
前
書
き
に
は
、
目
録
作
成
に
際
し
て
は
一
々
現

物
に
あ
た
っ
て
確
認
が
行
わ
れ
、
文
部
省
維
新
史
料
編
纂
事
務
局
の
図
書
所
蔵
目

録
を
も
参
照
し
た
と
の
注
釈
が
付
い
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
目
録
に
登
録
さ
れ
て
い
る
書
目
に
は
異
同
が
あ
る
。
も
っ
と
も
詳

細
な
【
目
録
①
】
を
ベ
ー
ス
に
し
て
【
目
録
②
】
及
び
【
目
録
③
】
と
の
違
い
を
、

後
掲
の
〔
別
表
２
〕
に
示
し
た
。〔
別
表
２
〕
に
お
け
る
函
及
び
通
番
は
【
目
録
①
】

に
準
じ
て
い
る
。
ま
た
、「『
公
文
目
録
』
上
の
補
足
」
欄
は
、「
公
文
目
録
」
原

本
に
お
け
る
備
考
を
転
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、そ
の
な
か
に
は
「
太
政
官
引
継
」

な
ど
、
来
歴
を
示
す
書
き
込
み
も
あ
る
。「
現
状
」
欄
に
は
、
そ
の
簿
冊
の
現
物
が

現
在
ど
こ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
か
を
示
し
た
。
外
交
史
料
館
に
残
っ
て
い
る
も
の

以
外
は
、
主
と
し
て
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
へ
移
管
さ
れ
た
も
の）

2
（

、
あ
る
い
は
維

新
史
料
編
纂
会
に
貸
出
中
焼
失
し
た
も
の
が
あ
る
。「
現
状
」
が
空
欄
に
な
っ
て
い

る
書
目
は
、
移
管
先
又
は
綴
り
込
み
先
が
特
定
で
き
な
い
か
、「
鶏
肋
」
フ
ァ
イ
ル

と
し
て
廃
止
さ
れ
た
簿
冊
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
比
較
す
る
と
、
も
っ
と
も
古
い
と
推
測
さ
れ
る
【
目
録
②
】
と
、
戦

後
に
作
成
さ
れ
た
【
目
録
③
】
と
は
、
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
書
目
が
ほ
ぼ
一
致

し
て
い
る
の
に
対
し
、
明
治
十
九
年
に
改
訂
さ
れ
た
【
目
録
①
】
は
所
属
簿
冊
が

か
な
り
多
い
。
そ
し
て
【
目
録
①
】
に
存
在
す
る
が
【
目
録
②
】
と
【
目
録
③
】

に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
う
ち
に
は
、
戦
前
期
外
務
省
記
録
の
目
録
に
、
現

在
で
も
そ
の
ま
ま
件
名
を
見
い
だ
せ
る
文
書
も
少
な
く
な
い
。【
目
録
②
】
の
冒
頭

に
は
、
先
に
見
た
と
お
り
、「
公
文
」
を
「
備
書
目
録
ト
区
別
」
す
る
こ
と
が
明
記

さ
れ
た
。
一
度
は
古
典
に
類
す
る
書
籍
と
し
て
整
理
さ
れ
た
「
公
文
」
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
後
一
般
記
録
と
と
も
に
再
整
理
さ
れ
た
後
、
大
部
な
記
録
や
「
鶏
肋
」

記
録
を
捨
象
し
な
が
ら
残
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

す
な
わ
ち
、「
外
交
公
文
」
は
「
公
文
」
と
い
う
名
称
を
と
っ
て
い
る
が
、
執
務

記
録
と
し
て
の
現
用
公
文
書
の
綴
り
と
は
区
別
さ
れ
、
当
初
か
ら
修
史
的
な
意
図

を
も
っ
て
編
ま
れ
た
簿
冊
を
集
め
た
文
書
群
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

後
の
「
外
務
省
記
録
」
や
、
太
政
官
に
集
積
さ
れ
た
記
録
公
文
書
の
綴
り
で
あ
る

「
公
文
録
」
と
も
や
や
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
。

「
公
文
」
の
全
貌
は
、情
報
量
の
多
い
【
目
録
①
】
に
最
も
的
確
に
表
れ
て
い
る
。

「
公
文
」
と
い
う
名
称
は
元
来
、【
目
録
①
】
に
登
録
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
外
務
省

内
の
編
纂
記
録
の
集
積
物
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、『
通
信
全
覧
』
や
『
続

通
信
全
覧
』
も
そ
の
一
部
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
正
続
『
通
信
全
覧
』
が
一
貫

し
た
編
纂
物
に
結
実
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
部
分
が
外
務
省

記
録
に
編
纂
さ
れ
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
形
と
し
て
残
っ
て
き
た
よ
う

で
あ
る
。
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二　

各
冊
の
概
要

以
下
、
外
交
史
料
館
に
現
存
す
る
「
外
交
公
文
」
に
つ
き
、
現
在
公
開
し
て
い

る
目
録
（〔
別
表
１
〕）
の
整
理
番
号
順
に
、
個
々
の
概
略
を
紹
介
す
る
。

○
公
文
一
〜
二
五
は
、
い
ず
れ
も
簿
冊
の
表
紙
ラ
ベ
ル
に
「
第
六
函
」
と
表
示
さ

れ
て
い
る
。「
公
文
目
録
」（【
目
録
①
】）
に
よ
れ
ば
、
第
六
函
に
収
め
ら
れ
た
の

は
「
岩
倉
大
使
欧
米
行
書
類
」
で
あ
る
の
で
、
い
ず
れ
も
岩
倉
使
節
団
派
遣
に
か

か
わ
る
文
書
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
全
体
で
六
六
冊
・
五
帖
が
存
在
す

る
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
岩
倉
遣
欧
使
節
団
の
成
果
物
の
集
大
成
と
し
て
太
政
官

が
と
り
ま
と
め
た「
大
使
全
書
」の
簿
冊
リ
ス
ト
に
含
ま
れ
て
い
る
。「
大
使
全
書
」

の
序
文
に
よ
れ
ば
、「
散
紙
断
編
モ
亦
愛
護
シ
テ
宝
閣
ニ
蔵
ス
ヘ
シ
」
と
ま
で
評
価

さ
れ
た
使
節
団
員
の
調
査
報
告
書
等
は
、
明
治
六
年
皇
居
の
火
災
に
よ
り
烏
有
に

帰
し
た
。
し
か
し
、
明
治
六
年
及
び
八
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
た
大
使
事

務
局
が
、
岩
倉
自
身
の
手
元
に
あ
っ
た
文
書
を
は
じ
め
と
し
て
「
百
方
捜
索
」
を

尽
く
し
て
文
書
を
補
填
し
つ
つ
整
理
を
試
み
た
。
事
務
局
は
明
治
十
年
一
月
に

至
っ
て
四
十
一
冊
正
副
二
部
ず
つ
の
「
大
使
全
書
」
の
整
理
編
纂
を
終
え
、
正
本

が
太
政
官
で
所
蔵
さ
れ
、
副
本
は
外
務
省
に
下
付
さ
れ
た
。

「
公
文
目
録
」
に
「
太
政
官
ヨ
リ
引
続

（
マ
マ
）」

と
な
っ
て
い
る
と
お
り
、
外
交
史
料

館
所
蔵
の
各
簿
冊
は
外
務
省
に
移
管
さ
れ
た
副
本
で
あ
っ
て
、
太
政
官
所
蔵
の
正

本
は
現
在
国
立
公
文
書
館
（
内
閣
文
庫
）
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
な
お
「
大
使

全
書
」
に
は
他
に
充
分
な
解
説
が
あ
る
の
で）

3
（

、
一
〜
二
五
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で

は
簿
冊
ご
と
の
内
容
説
明
は
省
略
す
る
。

○
公
文
二
六
「
移
館
使
者
往
復
書
翰
」
は
、
近
世
に
お
い
て
対
馬
か
ら
朝
鮮
に
赴

い
た
移
館
要
請
使
節
が
相
手
方
と
交
換
し
た
書
翰
の
写
し
を
編
纂
し
た
も
の
。
こ

れ
は
万
治
元
年
（
一
六
五
八
年
）
に
対
馬
側
が
、
出
先
公
館
を
釜
山
城
に
移
設
す

る
こ
と
を
要
請
し
た
の
に
端
を
発
し
て
お
り
、
そ
れ
以
来
寛
文
十
二
年
（
一
六
七

二
年
）
ま
で
に
幾
度
も
公
館
の
移
設
要
請
が
行
わ
れ
た
が
、
各
事
例
の
書
翰
が
収

録
さ
れ
て
交
渉
の
経
過
が
追
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
文
書
は
ほ
ぼ
全
て
漢
文

で
記
述
さ
れ
て
い
る
。

○
公
文
二
七
「
韓
使
事
例
附
録
（
稿
本
）（
乾
・
坤
）」
は
、
古
代
か
ら
明
治
に
至

る
ま
で
の
朝
鮮
へ
の
使
節
派
遣
の
事
例
を
列
挙
し
た
も
の
。
謁
見
の
事
実
以
外
に

も
、
献
上
品
や
朝
鮮
半
島
で
の
政
変
等
に
も
触
れ
て
お
り
、
朝
鮮
と
の
関
係
に
つ

い
て
の
比
較
的
詳
し
い
年
譜
と
い
え
る
。
各
項
目
に
、
編
纂
を
終
え
た
明
治
九
年

時
点
か
ら
の
遡
っ
た
年
数
が
示
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
例
言
に
よ
れ
ば

本
書
は
「
韓
使
事
例
稿
本
」
三
十
七
本
を
編
纂
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
命
を
受
け
て

作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
明
治
九
年
五
月
二
十
二
日
に
稿
を
起
こ
し
、
二
十
七
日
に

脱
稿
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、「
韓
使
事
例
稿
本
」
本
編
は
、
公
文
目

録
中
に
は
そ
の
件
名
を
見
い
だ
せ
な
い
）。「
乾
」（
上
巻
）
は
神
功
皇
后
摂
政
元
年

（
二
〇
一
年
）
か
ら
後
柏
原
天
皇
永
正
九
年
（
一
五
一
二
年
）
ま
で
、「
坤
」（
下
巻
）

は
後
陽
成
天
皇
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
年
）
か
ら
明
治
三
年
ま
で
の
記
録
が
収

録
さ
れ
て
い
る
。
明
治
九
年
五
月
作
成
と
い
う
日
付
か
ら
、
記
録
局
で
編
纂
さ
れ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
編
纂
者
は
不
明
。
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○
公
文
二
八
「
仏
国
外
務
省
職
制
」
は
、
平
山
成
信
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
外
務
省
職

制
規
則
（
一
八
六
九
年
改
正
）
の
訳
出
。
作
成
年
は
不
明
。

○
公
文
二
九
「
朝
鮮
国
自
他
関
係
録
」
は
、
朝
鮮
と
の
外
交
関
係
に
つ
い
て
そ
の

起
源
か
ら
明
治
初
年
に
至
る
ま
で
の
概
略
が
簡
潔
に
記
述
さ
れ
た
も
の
。
編
纂
者

の
氏
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

○
公
文
三
〇
「
朝
鮮
国
関
係
書
類
」
は
対
馬
府
中
藩
（
厳
原
藩
）
と
朝
鮮
国
と
の

国
交
に
関
す
る
建
白
書
な
ど
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

○
公
文
三
一
「
再
撰
朝
鮮
尋
交
摘
要
」
は
、「
朝
鮮
国
交
通
手
続
」
と
題
す
る
本
編

に
漂
流
民
の
取
扱
い
な
ど
を
め
ぐ
る
両
国
の
取
り
決
め
の
摘
要
が
記
述
さ
れ
て
い

る
。そ
の
後
に
は
記
述
の
典
拠
と
な
る
文
書
が
原
文
の
通
り
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

森
山
茂
が
編
纂
し
、
広
津
弘
信
が
考
証
・
改
訂
し
た
。

○
公
文
三
二
「
本
朝
、
朝
鮮
間
往
復
書
（「
本
朝
朝
鮮
往
復
書
」）」
は
、
件
名
の
通

り
元
治
元
年
（
一
八
六
四
年
）
か
ら
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
年
）
ま
で
の
朝
鮮
と

の
百
通
あ
ま
り
の
往
復
書
翰
（
対
馬
藩
と
の
書
契
）
を
収
録
し
た
も
の
。

○
公
文
三
三
「
朝
鮮
王
書
翰
」
は
、
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
年
）
か
ら
明
暦
元

年
（
一
六
五
五
年
）
に
至
る
ま
で
の
朝
鮮
国
王
か
ら
の
親
書
が
摘
録
さ
れ
た
も
の
。

○
公
文
三
四
「
朝
鮮
交
際
始
末
」（
全
三
冊
）
は
、
明
治
元
年
か
ら
九
年
の
日
朝
修

好
条
規
締
結
ま
で
の
日
本
と
朝
鮮
と
の
国
交
に
つ
い
て
の
記
録
文
書
が
採
録
編
纂

さ
れ
た
も
の
。
各
冊
の
冒
頭
に
収
録
文
書
の
目
録
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
後
に
文
書

本
文
が
時
系
列
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
奥
義
制
が
編
述
し
、
明
治
十
年
に
一
応
の

完
成
を
み
た
。
序
文
に
お
い
て
は
、
明
治
以
来
朝
鮮
事
務
に
関
す
る
文
書
に
は
散

逸
し
た
も
の
が
少
な
か
ら
ず
、
さ
ら
に
皇
城
の
炎
上
（
先
述
し
た
明
治
六
年
の
皇

居
火
災
で
あ
ろ
う
）に
よ
っ
て
多
く
の
記
録
が
灰
燼
に
帰
し
た
こ
と
も
加
わ
っ
て
、

他
日
の
再
修
と
編
纂
の
体
を
一
定
し
た
補
正
の
必
要
が
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

○
公
文
三
五
「
浩
罕
騒
擾
記
」
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
「
浩
罕
」（
コ
ー
カ
ン
ド
・
ハ

ン
）
国
の
一
八
七
五
年
の
情
勢
に
つ
い
て
、
花
房
義
質
駐
ロ
シ
ア
公
使
が
本
省
宛

公
信
に
付
属
さ
せ
た
報
告
書
な
ど
の
綴
り
で
、
た
と
え
ば
明
治
八
年
八
月
三
十
日

付
公
信
の
付
属
を
は
じ
め
と
す
る
調
書
や
ロ
シ
ア
紙
記
事
の
抄
訳
な
ど
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。
コ
ー
カ
ン
ド
・
ハ
ン
国
は
ロ
シ
ア
の
侵
入
に
よ
っ
て
一
八
七
六
年
に

滅
亡
し
て
お
り
、
本
書
は
同
国
の
滅
亡
間
際
の
状
況
を
、
臨
場
感
を
も
っ
て
現
在

に
伝
え
て
い
る
。

○
公
文
三
六
「
柳
原
公
使
清
国
行
事
務
」
は
、
柳
原
前
光
の
明
治
七
年
清
国
赴
任

に
際
し
て
の
事
務
手
続
き
を
中
心
と
す
る
雑
件
的
な
記
録
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

○
公
文
三
七
「
簑
笠
雪
餘
」
は
、
冒
頭
に
「
函
泊
波
戸
場
談
判
争
擾
之
根
由
」
と

タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、明
治
二
年
に
お
け
る
樺
太
の
函
泊（
ハ
ッ

コ
ト
マ
リ
）
へ
の
ロ
シ
ア
軍
の
進
出
後
に
お
け
る
、
漁
業
権
や
チ
ベ
シ
ャ
ニ
炭
鉱

の
採
掘
を
め
ぐ
る
ロ
シ
ア
側
と
の
対
話
な
ど
、
同
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
翌
年

一
月
十
四
日
ま
で
の
樺
太
交
渉
が
時
系
列
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。
編
纂
者
、
編
纂

時
期
と
も
に
不
明
だ
が
、
表
紙
裏
に
「
剡
渓
漁
者
蔵
書
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
後

出
の
「
柯
太
概
覧
」
や
外
務
省
記
録
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
は
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、

明
治
初
年
の
樺
太
交
渉
に
関
し
、
そ
れ
ら
と
と
も
に
参
照
す
べ
き
記
録
で
あ
る
。

○
公
文
三
八
「
英
仏
蘭
三
公
使
戊
辰
京
都
参
朝
記
聞
」
は
、
題
目
の
通
り
英
仏
蘭

の
三
公
使
が
慶
応
三
年
に
参
内
し
た
経
緯
も
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
主
と
し
て
参
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内
途
中
に
パ
ー
ク
ス
駐
日
英
国
公
使
が
襲
撃
さ
れ
た
事
件
の
顛
末
を
記
述
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
記
録
は
、
編
注
に
よ
る
と
、
同
事
件
の
際
パ
ー
ク
ス
公
使
の
護

衛
に
あ
た
り
、
暴
漢
を
討
ち
取
っ
た
当
事
者
で
あ
る
中
井
弘
の
私
記
に
よ
っ
て
補

填
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
編
纂
当
時
の
外
務
卿
伊
達
宗
城
の
検
閲
を
経
て
、
事
実

に
相
違
な
い
と
の
認
定
を
得
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
続
通
信
全
覧
』
の
編
纂
者
と

し
て
著
名
な
本
記
録
の
編
纂
者
の
坂
田
諸
遠
は
、
伊
藤
博
文
に
も
検
閲
を
仰
ぐ
こ

と
を
希
望
し
て
い
た
が
、
伊
藤
の
外
遊
な
ど
で
結
局
時
期
を
逸
し
た
。

○
公
文
三
九
〜
四
二
「
柯
太
概
覧
」
は
、
樺
太
国
境
問
題
の
外
交
折
衝
上
の
必
要

が
あ
り
、
記
録
局
以
前
に
作
成
さ
れ
た
も
の
。
カ
ラ
フ
ト
は
「
樺
太
」
の
ほ
か
、

「
柯
太
」
や
「
唐
太
」
と
表
記
さ
れ
た
。

「
柯
太
概
覧
」
は
、
国
立
公
文
書
館
（
内
閣
文
庫
）
や
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

に
も
写
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
外
交
史
料
館
の
所
蔵
分
が
原
本
で
あ

る
。
全
四
十
七
冊
の
う
ち
、
近
世
の
記
録
を
示
し
た
「
初
篇
」
七
冊
、
嘉
永
六
年

（
一
八
五
三
年
）
か
ら
明
治
四
年
ま
で
の
記
録
で
あ
る
「
二
篇
」
が
三
十
二
冊
（
た

だ
し
、
そ
の
う
ち
二
十
〜
二
十
三
巻
の
四
冊
が
欠
本
で
所
蔵
は
二
十
八
冊
）。
そ
の

他
に
附
録
八
冊
、
地
図
十
一
冊
と
い
う
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
あ
る
。
国
立
公
文
書
館
所

蔵
分
は
「
二
篇
」
の
写
本
が
「
外
務
省
記
」
に
含
ま
れ
る
。

○
公
文
四
三
「
善
隣
通
書
」
は
、
近
世
に
お
け
る
朝
鮮
と
の
外
交
関
係
に
関
す
る

文
書
集
。
使
節
の
往
復
の
ほ
か
、
豊
臣
秀
吉
の
出
兵
関
係
の
簿
冊
も
含
ま
れ
て
い

る
。
全
三
十
六
冊
。

○
公
文
四
四
〜
四
六
「
使
清
日
記
」
は
、
日
清
修
好
条
規
の
締
結
に
至
る
経
緯
が

記
述
さ
れ
て
い
る
。
外
務
省
記
録
に
も
タ
イ
プ
版
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら）

4
（

、

明
治
初
期
の
清
国
と
の
関
係
を
跡
づ
け
る
た
め
、
後
世
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
参

照
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
漢
文
版
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
修
史
記
述

の
常
道
と
し
て
の
漢
文
を
用
い
て
、
清
国
に
対
し
て
国
史
を
堂
々
と
提
示
す
る
と

の
意
識
を
窺
わ
せ
る
。
な
お
、
こ
の
漢
文
版
は
、
晩
年
の
儒
学
者
安
井
仲
平
（
息

軒
）
が
校
閲
し
て
い
る
。

○
公
文
四
七
〜
五
一
は
、
全
六
冊
を
合
わ
せ
て
「
枢
要
叢
書
」
と
銘
打
た
れ
、
ま

と
め
て
カ
バ
ー
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
カ
バ
ー
裏
に
は
「
外
務
省
編
輯
課
」
の
蔵

印
が
あ
り
、
書
目
一
覧
が
あ
る
。
た
だ
し
目
録
に
示
さ
れ
た
「
各
国
条
約
」
は
欠

本
。
カ
バ
ー
裏
の
付
箋
に
よ
れ
ば
、
明
治
十
九
年
二
月
に
近
藤
真
鋤
記
録
局
長
に

不
足
が
報
告
さ
れ
た
と
あ
る
の
で
、そ
れ
以
前
に
欠
損
し
た
よ
う
で
あ
る
（
以
下
、

各
冊
の
概
要
）。

●
公
文
四
七
「
皇
朝
一
覧
」
は
、
岩
倉
遣
欧
使
節
団
が
携
行
し
た
書
類
一
式
の

目
録
と
文
面
が
示
さ
れ
た
も
の
。
明
治
初
期
日
本
の
国
勢
概
要
が
ま
と
め
ら
れ

た
も
の
で
、
歴
代
天
皇
の
一
覧
、
暦
、
各
種
統
計
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。
外

交
史
料
館
所
蔵
の
「
沢
宣
嘉
関
係
文
書
」
に
、
本
冊
作
成
の
た
め
の
調
査
項
目

大
綱
と
さ
れ
る
関
連
文
書
が
あ
る）

5
（

。

●
公
文
四
八
「
諸
約
定
書
」
は
、
開
国
以
降
の
諸
条
約
の
文
面
が
収
録
さ
れ
た

も
の
。

●
公
文
四
九
「
各
港
規
則
」
は
、
大
坂
、
兵
庫
、
長
崎
、
新
潟
、
箱
館
、
神
奈

川
に
お
け
る
居
留
地
規
則
な
ど
を
集
め
た
も
の
。

●
公
文
五
〇
「
金
港
諸
般
取
扱
起
原
」
は
、
開
港
規
則
や
居
留
地
規
則
な
ど
、

神
奈
川
港
に
お
け
る
対
外
取
り
締
ま
り
規
則
を
収
録
し
た
も
の
。
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●
公
文
五
一
「
外
応
雑
記
」
は
、
外
交
書
翰
の
記
述
規
則
、
条
約
の
改
定
稿
本
、

交
際
典
礼
、
各
国
公
使
が
参
朝
す
る
に
あ
た
っ
て
の
随
員
数
の
規
則
、
国
体
に

関
す
る
概
説
、
属
島
、
琉
球
及
び
小
笠
原
に
関
す
る
記
録
が
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
。

○
公
文
五
二
〜
五
三
「
皇
国
駐
在
外
国
使
臣
履
歴
」
は
、
開
国
か
ら
明
治
十
二
年

に
至
る
各
国
公
使
の
履
歴
を
、条
約
締
結
が
早
い
国
か
ら
順
に
編
纂
し
た
も
の
で
、

執
務
参
考
と
し
て
明
治
十
四
年
に
完
成
し
た
。
編
纂
者
で
あ
る
記
録
局
の
広
沢
晋

一
郎
は
、
旧
幕
府
外
国
方
の
出
身
で
、
田
辺
太
一
ら
と
と
も
に
『
通
信
全
覧
』
編

纂
の
中
核
を
担
っ
た
後
、
明
治
政
府
の
外
国
官
を
経
て
外
務
省
に
雇
用
さ
れ
、
記

録
編
纂
業
務
に
従
事
し
た
。
広
沢
は
ま
た
、
旧
幕
府
時
代
の
膨
大
な
外
交
記
録
文

書
を
二
十
七
の
門
に
分
類
整
理
す
る
こ
と
に
も
多
大
な
功
績
が
あ
り
、「
外
務
省
記

録
」
の
原
型
を
作
り
上
げ
た
人
物
と
も
い
わ
れ
る）

6
（

。

○
公
文
五
四
〜
五
五
「
外
交
事
類
全
誌
」
は
、
明
治
十
六
年
に
太
政
官
が
神
奈
川

県
庁
よ
り
借
用
し
た
記
録
の
写
し
。
外
務
省
の
編
纂
物
で
は
な
い
が
、
幕
末
外
交

文
書
編
纂
の
た
め
、
萩
原
裕
の
編
纂
物
と
と
も
に
、
明
治
三
十
年
に
内
閣
記
録
局

か
ら
外
務
省
へ
と
移
管
さ
れ
た
。

○
公
文
五
六
「
旧
幕
時
代
朝
鮮
信
使
来
朝
ノ
度
数
並
対
州
朝
鮮
間
使
者
待
遇
礼
式

控
（
謄
本
）」
は
、「
朝
鮮
国
信
使
之
度
数
」
と
「
対
州
朝
鮮
間
使
者
待
遇
礼
式
控
」

の
二
簿
冊
を
合
冊
し
た
も
の
。
前
者
は
、
徳
川
幕
府
時
代
に
朝
鮮
通
信
使
が
来
航

し
て
将
軍
に
謁
見
し
た
事
例
を
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
件
名
通
り
対
馬

と
朝
鮮
と
の
間
で
、
使
者
へ
の
贈
物
や
も
て
な
し
に
関
す
る
先
例
が
記
録
さ
れ
た

も
の
。

○
公
文
五
七
「
安
政
事
情
」
は
、
米
、
英
、
仏
、
露
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
各
国
と
日
本
が
国
交
を
開
始

し
た
当
初
の
主
要
な
外
交
事
項
を
箇
条
書
に
示
し
た
も
の
。
件
名
に
は
「
安
政
」

と
あ
る
が
、
嘉
永
か
ら
明
治
ま
で
の
事
項
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
米
英
仏
露
以
外

の
各
国
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
詳
細
で
は
な
く
、
国
に
よ
っ
て
は
国
交
開
始
交
渉
使

節
が
来
訪
し
た
事
項
の
み
と
い
う
場
合
も
あ
る
た
め
、
年
譜
と
し
て
は
不
十
分
あ

る
い
は
未
完
成
と
い
う
印
象
を
抱
か
せ
る
。

三　

明
治
初
期
に
お
け
る
外
交
記
録
編
纂
と
「
公
文
」
の
保
管
経
緯

以
上
概
観
し
た
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
種
々
雑
多
な
歴
史
資
料
た
ち
は
、
史
料
群

全
体
と
し
て
一
貫
し
た
テ
ー
マ
を
持
つ
ま
と
ま
り
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
簿
冊

は
作
成
時
期
も
作
成
者
も
異
な
る
。
単
な
る
断
片
記
録
に
止
ま
っ
て
い
る
も
の
も

み
ら
れ
る
一
方
で
、
特
定
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
と
完
結

し
た
内
容
を
持
つ
も
の
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
編
纂
対
象
時
期
も
近
世
以
前
か

ら
明
治
初
年
ま
で
幅
広
い
。

こ
れ
ら
が
「
公
文
」
の
名
称
を
与
え
ら
れ
て
残
さ
れ
た
の
は
い
か
な
る
理
由
に

よ
る
の
か
。
こ
こ
か
ら
は
、
開
国
以
来
の
外
交
記
録
整
備
事
業
の
展
開
か
ら
、
本

史
料
群
が
形
成
さ
れ
る
過
程
を
追
う
こ
と
と
し
た
い
。

そ
も
そ
も
旧
幕
府
時
代
に
お
い
て
、
ペ
リ
ー
来
航
以
後
の
諸
外
国
と
の
交
渉
文

書
の
整
理
に
十
分
な
コ
ス
ト
を
割
く
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
諸
般
の
交
渉
に
追
わ

れ
て
い
た
徳
川
幕
府
は
、
幕
末
の
火
災
に
よ
る
文
書
の
大
量
焼
失
が
実
務
に
支
障
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を
来
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
文
書
管
理
の
必
要
性
を
認
識
し
、
同
時
に
記

録
整
理
の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
他
方
、
近
世
に
お
け
る
外
国
と
の

接
触
は
漢
文
を
媒
介
し
て
行
わ
れ
た
た
め
、
そ
の
素
養
を
持
つ
朱
子
学
者
の
林
家

（
大
学
頭
）
が
代
々
担
当
し
た
。
林
韑
（
復
斎
）
が
ペ
リ
ー
来
航
時
の
和
親
条
約

調
印
の
当
事
者
と
し
て
、
近
世
の
外
交
交
渉
の
記
録
を
『
通
航
一
覧
』
と
し
て
編

集
す
る
役
割
も
担
っ
た
。
林
家
は
開
国
以
後
も
、
外
交
記
録
編
纂
に
従
事
す
る
べ

く
、
幕
府
に
対
し
て
外
交
記
録
借
用
を
申
し
出
た
が
、
そ
の
申
し
出
は
幕
府
外
国

方
の
強
い
反
対
に
よ
り
却
下
さ
れ
た
。
外
国
方
は
、
外
交
記
録
の
機
密
性
や
情
報

漏
洩
の
危
険
性
、
あ
る
い
は
外
部
へ
の
記
録
持
ち
出
し
に
よ
る
散
逸
の
可
能
性
を

指
摘
し
て
、
外
交
記
録
を
林
家
に
預
け
る
べ
き
で
は
な
く
、
記
録
の
整
理
や
編
纂

は
外
政
機
構
自
ら
担
う
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
主
張
を
幕
府
の
要
路
が

追
認
し
た
こ
と
で
、
幕
末
の
外
交
史
料
編
纂
事
業
は
記
録
整
理
と
と
も
に
外
国
方

に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
外
交
文
書
編
纂
担
当
者
た
ち
は
、
日
々
の
記

録
編
輯
と
並
ん
で
、
現
用
性
が
少
な
く
な
っ
た
記
録
の
編
纂
に
も
取
り
組
み
、『
通

信
全
覧
』
な
ど
の
成
果
が
生
ま
れ
た）

7
（

。

明
治
維
新
を
経
て
外
務
省
が
創
設
さ
れ
る
と
、
創
設
の
翌
年
で
あ
る
明
治
三
年

四
月
、
省
内
に
「
編
輯
掛
」
が
設
置
さ
れ
、「
省
中
ノ
諸
書
ヲ
一
括
シ
事
跡
分
明
ニ

シ
テ
後
来
検
閲
シ
易
ク
編
輯
ス
ル
ヲ
司
ル
」
こ
と
と
さ
れ
た
。
実
質
的
に
幕
府
の

外
政
機
構
の
記
録
整
備
を
継
承
し
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
外
務
省
と
し
て
の
記
録

事
務
の
始
ま
り
で
あ
る）

8
（

。
こ
の
時
点
の
規
則
で
は
、
所
掌
業
務
は
あ
く
ま
で
検
索

の
利
便
性
を
高
め
る
た
め
の
分
類
整
理
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
実
務
的
な
意
味
で

の
「
文
書
整
理
」
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
明
治
初
期
の
記
録
編
纂
担
当
者
は
、

何
よ
り
も
岩
倉
遣
欧
使
節
団
の
派
遣
準
備（
す
な
わ
ち
関
係
資
料
の
と
り
ま
と
め
）

に
多
忙
を
極
め
、「
知
今
」
に
重
点
が
置
か
れ
、「
温
古
」
の
業
務
を
執
り
行
う
余

裕
は
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る）

9
（

。
な
お
、「
外
交
公
文
」
に
含
ま
れ
て
い
る
「
枢

要
叢
書
」
や
「
皇
朝
一
覧
」
等
は
、
岩
倉
使
節
団
の
派
遣
準
備
の
た
め
に
こ
の
時

期
編
纂
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
編
輯
掛
は
記
録
編
輯
課
に
改
組
さ
れ
、
さ
ら
に
明
治
七
年
に
記
録
局

へ
と
格
上
げ
さ
れ
た
。
外
務
省
は
「
本
局
」・「
庶
務
局
」・「
記
録
局
」
の
三
局
体

制
に
な
っ
た
。
記
録
局
は
、
旧
記
課
・
新
記
課
・
横
文
記
録
課
の
三
課
に
分
か
れ
、

「
旧
記
」
と
し
て
旧
幕
府
時
代
と
明
治
維
新
以
降
の
記
録
を
編
纂
し
、
明
治
維
新
以

降
の
現
用
記
録
を
「
新
記
」
と
し
て
整
理
す
る
と
と
も
に
、
横
文
記
録
も
整
え
る

と
い
う
三
つ
の
ラ
イ
ン
で
記
録
整
理
・
編
纂
事
業
が
進
め
ら
れ
た
。
幕
末
外
交
史

編
纂
事
業
は
明
治
政
府
に
も
引
き
継
が
れ
、
坂
田
諸
遠
や
依
田
盛
克
ら
に
よ
っ
て

『
続
通
信
全
覧
』
が
編
纂
さ
れ
る
の
も
こ
の
時
代
で
あ
っ
た
。

記
録
局
で
の
記
録
文
書
の
保
管
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

「
外
務
省
記
録
局
所
管
事
務
明
治
十
年
一
月
十
一
日
マ
デ
ノ
実
況
」

）
10
（

に
は
、
当

時
記
録
局
で
編
纂
・
保
管
し
て
い
た
新
記
・
旧
記
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
数
や
業
務
の

進
捗
具
合
が
詳
細
に
報
告
さ
れ
た
後
に
、「
外
ニ
皇
朝
一
覧
ノ
原
本
類
別
セ
サ
ル

者
（
マ
マ
）大

使
書
類
樺
太
概
覧
原
本
此
他
之
ニ
関
係
ス
ル
原
本
類
異
宗
徒
一
件
書
類
等
五

函
ア
リ
大
率
所
謂
鶏
肋
ニ
属
ス
ト
雖
ト
モ
亦
整
理
セ
ス
ン
ハ
ア
ル
可
カ
ラ
サ
ル
ナ

リ
」
と
続
い
て
い
る
。「
皇
朝
一
覧
」、「
大
使
書
類
」
あ
る
い
は
「
樺
太
概
覧
」

と
い
う
言
葉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、こ
れ
ら
の
諸
文
書
は
「
公
文
」
の
原
型
と
な
っ

て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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外
務
省
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
記
録
文
書
が
「
公
文
」
と
し
て
一
応
ま
と
め
ら
れ

る
の
は
【
目
録
②
】
の
作
成
さ
れ
た
明
治
十
八
年
頃
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
直
後
の
明
治
十
九
年
七
月
付
で
外
務
省
記
録
局
の
「
図
書
掛
」
が
詳
細

な
目
録
（【
目
録
①
】）
を
作
成
し
た
。
ち
な
み
に
こ
の
頃
、
内
閣
制
度
開
始
に
合

わ
せ
て
設
置
さ
れ
た
内
閣
記
録
局
に
は
、
記
録
課
と
図
書
課
が
設
置
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
同
局
で
は
明
治
十
九
年
二
月
十
五
日
よ
り
、
太
政
官
か
ら
引
き
継
い
だ
文

書
を
「
記
録
」
と
「
図
書
」
に
分
か
ち
、
目
録
に
編
入
す
る
作
業
が
開
始
さ
れ
て

い
た
。
外
務
省
で
も
こ
の
基
準
に
則
し
て
記
録
と
図
書
の
分
類
が
行
わ
れ
た
と
思

わ
れ
る
が
、「
公
文
」
は
図
書
と
し
て
整
理
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、【
目
録
②
】

に
「
備
書
目
録
ト
区
別
」
す
べ
き
と
の
注
意
書
き
が
添
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

一
部
は
図
書
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
る
時
期
ま
で
は
執
務
参
考
記
録
と
し
て
現
用

性
を
保
っ
た
ま
ま
管
理
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
後
に
至
っ
て
は
、
こ
れ
ら

の
編
纂
材
料
と
な
っ
た
原
記
録
の
多
く
が
散
逸
又
は
消
失
し
て
い
る
と
い
う
事
情

が
、
こ
れ
ら
が
一
次
史
料
を
代
替
し
う
る
、
歴
史
的
記
録
と
し
て
の
価
値
を
備
え

る
の
に
一
役
買
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
史
料
群
と
し
て
の
「
公
文
」
は
、
単
に
整
理
の
範
囲
外
に
あ
っ
た

記
録
の
集
ま
り
で
は
な
く
、
記
録
局
時
代
を
中
心
と
す
る
明
治
期
の
外
交
文
書
編

纂
事
業
の
産
物
で
あ
っ
た
。
い
つ
か
来
る
べ
き
明
治
維
新
以
降
を
対
象
と
す
る
外

交
史
料
編
纂
事
業
を
見
据
え
、
記
録
が
着
実
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
明
治
三
十
七
年
に
外
務
省
が
幕
末
外
交
文
書
の
編
纂
事
業
に
再
度
着

手
し
た
際
に
は
、
こ
れ
ら
「
公
文
」
に
属
す
る
編
纂
物
も
参
照
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
明
治
三
十
九
年
、
幕
末
外
交
文
書
の
編
纂
事
業
は
東
京
帝
国
大
学

に
移
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
外
務
省
の
保
有
す
る
幕
末
外
交
文
書
の
多
く
は
東

京
帝
国
大
学
に
移
管
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
に
は
「
公
文
」
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い

た
幕
末
関
係
の
文
書
も
多
数
含
ま
れ
て
い
た）

11
（

。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
移
動
を
経
て
も
な
お
外
務
省
に
残
さ
れ
た
文
書
群
が
、

そ
の
後
も
他
の
文
書
に
混
在
す
る
こ
と
な
く
保
存
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
た
と
え

ば
大
正
五
年
か
ら
十
年
ま
で
の
記
録
第
二
部
の
「
保
管
品
目
録
」

）
12
（

に
、
次
の
よ
う

に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
明
す
る
。

一　

日
韓
間
政
治
的
関
係
文
書　

百
五
十
二
件　

二
百
八
十
八
冊

一　

通
信
全
覧　

　
　
　
　
　
　

三
百
十
四
冊

一　

続
通
信
全
覧
（
編
年
）　

　

四
百
七
十
九
冊

一　

同
上
（
類
輯
）　

　
　
　
　

一
千
三
百
六
十
六
冊

一　

公
文
写　

　
　
　
　
　
　
　

八
十
六
件　

三
百
八
十
三
冊

こ
れ
ら
の
う
ち
か
ら
、
正
続
の
『
通
信
全
覧
』
は
別
と
し
て
、「
公
文
写
」
及

び
「
日
韓
間
政
治
的
関
係
文
書
」
の
う
ち
外
務
省
記
録
に
編
纂
さ
れ
な
か
っ
た
記

録
編
纂
物
が
、
現
存
の
「
外
交
公
文
」
の
形
に
残
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
「
外
交
公
文
」
と
外
務
省
記
録
と
の
関
連
に
つ
い
て
み
る
と
、
管
見
の
限

り
「
公
文
目
録
」
に
掲
載
さ
れ
た
記
録
の
う
ち
、
明
治
初
期
の
ア
ジ
ア
政
策
（
韓

国
・
台
湾
）
に
関
す
る
簿
冊
の
多
く
は
外
務
省
記
録
の
１
門
（
政
治
・
外
交
）
に

整
理
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、明
治
十
九
年
版
目
録
（
先
述
の
【
目
録
①
】）
で
「
第

七
函
」
に
整
理
さ
れ
た
朝
鮮
関
係
の
文
書
の
う
ち
、
後
に
「
抹
殺
」
さ
れ
た
書
目

は
当
初
、
外
務
省
記
録
二
十
一
門
に
編
入
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
先
の
記
録

局
執
務
保
管
目
録
に
も
あ
っ
た
「
日
韓
間
政
治
的
関
係
文
書
」（
そ
の
目
録
は
「
第
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二
十
一
門
三
函
七
區
ニ
在
リ
」
と
あ
る
）
と
い
う
文
書
群
に
収
録
さ
れ
た
と
み
ら

れ
る
。「
二
十
一
門
」
は
二
十
七
門
式
分
類
で
は
「
文
書
・
図
書
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
保
管
に
際
し
、
当
初
は
独
自
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ

た
が
、
再
整
理
が
行
わ
れ
た
時
点
で
内
容
に
応
じ
て
外
務
省
記
録
の
適
切
な
分
類

項
目
に
編
入
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
時
期
は
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
、
可

能
性
と
し
て
は
明
治
・
大
正
期
の
記
録
分
類
が
八
門
式
に
移
行
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

四　

記
録
編
纂
と
修
史
事
業

外
務
省
記
録
局
の
所
掌
事
務
は
、
明
治
十
三
年
の
規
定
で
は
、「
内
外
諸
信
ノ
受

付
及
ヒ
配
達
各
国
君
主
ノ
批
准
書
其
他
内
外
往
復
ノ
公
信
書
籍
図
書
類
ヲ
保
管
シ

且
ツ
外
交
ノ
始
末
ヲ
歴
覧
ス
ル
ニ
足
ル
可
キ
史
伝
ヲ
編
纂
シ
公
文
書
冊
ヲ
印
刷
」

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
職
務
規
程
に
は
、「
史
伝
を
編
纂
」
と
い
う
言
葉
ど
お

り
、
事
務
の
便
宜
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
編
纂
物
と
し
て
後
世
に
残
す
と
い
う
役

割
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。『
外
務
省
の
百
年
』
に
よ
れ
ば
、

明
治
二
十
三
年
ま
で
続
い
た
記
録
局
時
代
は
執
務
内
容
に
お
い
て
も
極
め
て
充
実

し
た
時
期
で
あ
り
、
編
纂
上
の
業
績
も
す
こ
ぶ
る
上
が
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

外
務
省
に
お
い
て
記
録
編
纂
業
務
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
記
録
局
時
代
の
大
半
は
、

修
史
局
・
修
史
館
な
ど
の
太
政
官
主
導
に
よ
る
歴
史
編
纂
事
業
が
修
史
事
業
で
成

果
を
挙
げ
て
い
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
、
充
分
注
意
を
払
う
べ
き
で

あ
る
。
外
務
省
の
『
続
通
信
全
覧
』
や
『
外
交
志
稿
』
は
、
そ
う
し
た
明
治
政
府

全
体
の
修
史
事
業
の
成
果
の
具
体
例
と
し
て
も
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し

た
代
表
的
な
も
の
以
外
で
も
、外
務
省
で
の
記
録
編
纂
の
成
果
は
、た
と
え
ば
「
外

務
省
記
」
と
い
う
形
で
太
政
官
の
歴
史
課
や
修
史
局
、
及
び
そ
れ
ら
を
改
組
し
た

修
史
館
等
が
積
極
的
に
写
本
と
し
て
収
集
し
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
同
時

代
的
に
も
得
が
た
い
史
料
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
当
時
は
省
庁
横
断
的
に
収
集
・

編
纂
し
た
記
録
を
持
ち
寄
り
、修
史
事
業
が
行
わ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
明
治
政
府
の
修
史
事
業
は
、
内
閣
制
度
の
開
始
と
と
も
に
「
冬
の
時

代
」
を
迎
え
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ド
イ
ツ
式
行
政
を
模
範
と
す
る
内
閣
制
度
の
も

と
で
は
、
修
史
編
纂
の
法
的
な
担
保
が
脱
落
し
、
ま
た
、
内
閣
制
度
へ
の
移
行
時

に
大
幅
な
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
を
は
か
る
必
要
性
か
ら
、
国
史
編
纂
の
功
労
者
は
次
々

に
非
職
と
な
っ
た
。
外
務
省
で
は
『
続
通
信
全
覧
』
編
纂
の
主
要
人
物
で
あ
っ
た

依
田
盛
克
や
宮
本
好
風
が
非
職
を
命
ぜ
ら
れ
、
ま
た
『
外
交
志
稿
』
を
編
纂
し
た

北
沢
正
誠
も
同
様
の
扱
い
を
受
け
た）

13
（

。

し
か
し
他
方
、
明
治
期
に
お
け
る
外
務
省
の
記
録
編
纂
事
業
は
、
幕
末
の
記
録

文
書
整
備
事
業
に
端
を
発
し
、
明
治
政
府
全
体
と
し
て
の
修
史
事
業
の
文
脈
と
は

違
っ
た
、
独
自
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
面
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て

大
規
模
な
修
史
事
業
に
は
結
実
し
な
か
っ
た
が
、
修
史
事
業
の
根
本
と
な
る
記
録

資
料
が
確
実
に
残
さ
れ
て
き
た
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
、
外
務
省
は
後
年
に
お
い

て
独
自
の
外
交
史
料
集
『
日
本
外
交
文
書
』
の
編
纂
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
。

す
な
わ
ち
、
昭
和
十
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
『（
大
）
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻

第
一
冊
の
序
文
に
は
、
外
務
省
の
修
史
事
業
の
本
格
的
開
始
を
告
げ
る
格
調
高
い

言
葉
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
明
治
初
期
の
外
務
省
に
お
け
る
修
史
事
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業
の
努
力
の
賜
物
と
し
て
、『
外
交
志
稿
』
や
『
続
通
信
全
覧
』
が
具
体
的
に
挙

げ
ら
れ
、『
日
本
外
交
文
書
』
が
そ
れ
ら
を
引
き
継
ぐ
事
業
で
あ
る
と
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
第
一
巻
第
一
冊
の
引
用
書
目
に
は
、
た
と
え
ば
「
英
仏
蘭
三
公
使
戊

辰
京
都
参
朝
記
聞
」
や
「
柯
太
概
覧
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
外
交
文
書
の

編
纂
者
は
、
こ
れ
ら
の
編
纂
物
の
価
値
を
忘
却
す
る
こ
と
な
く
、
編
纂
材
料
に
用

い
た
。
事
実
、
た
と
え
ば
当
該
巻
に
お
け
る
パ
ー
ク
ス
英
国
公
使
襲
撃
事
件
の
記

述
の
ほ
と
ん
ど
は
「
英
仏
蘭
三
公
使
戊
辰
京
都
参
朝
記
聞
」（「
外
交
公
文
」

三
八
）
に
依
拠
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
記
録
の
集
積
が
可
能
と
な
っ
た
ひ
と
つ
の
背
景
と
し
て
、

記
録
編
纂
担
当
者
の
意
識
の
高
さ
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
事
例
が
あ
る
。
明
治
十

一
年
三
月
十
九
日
、
記
録
局
の
渡
辺
増
雄
と
堀
江
弘
貞

）
14
（

に
よ
る
報
告
書
は
、
本
課

の
主
任
者
が
記
録
編
纂
に
無
理
解
で
、
機
密
記
録
の
引
き
渡
し
に
応
じ
な
い
こ
と

を
嘆
い
た
後
、「
主
任
者
ニ
ア
リ
テ
ハ
要
自
カ
ラ
為
ニ
シ
現
時
ノ
為
ニ
ス
ル
モ
ノ
ニ

シ
テ
編
輯
者
ニ
在
リ
テ
ハ
然
ラ
ス
要
衆
人
ノ
為
メ
ニ
シ
将
来
ノ
為
メ
ニ
シ
併
テ
現

時
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
述
べ
て
い
る）

15
（

。
す
な
わ
ち
、
各
課
の
外
交
実
務

担
当
者
が
目
先
の
案
件
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
よ
り
大
局
的

な
観
点
か
ら
、
記
録
整
理
が
将
来
を
見
据
え
た
業
務
で
あ
り
、
国
民
の
財
産
と
な

る
こ
と
を
も
訴
え
て
い
る
。
明
治
十
年
の
時
点
で
「
将
来
ノ
為
メ
」、「
衆
人
ノ
為

メ
」
と
の
観
点
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
ま
た
、
先
に
引

い
た
『（
大
）
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
の
序
文
に
お
い
て
も
、外
交
史
料
の
「
編

纂
」
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
外
交
当
局
の
手
中
に
あ
っ
た
文
書
の
「
公
開
」
が

明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
戦
後
期
の
『
日
本
外
交
文
書
』

編
纂
事
業
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
、
現
用
記
録
と
歴
史
的
記
録
と
の
緊
張
関
係
を

意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
現
時
点
に
お
い
て
は
、
示
唆
的
な
表
現
に
見
え
る
。

お
わ
り
に

「
外
交
公
文
」
は
、
明
治
期
の
外
務
省
記
録
を
補
完
す
る
の
み
な
ら
ず
、『
通
信

全
覧
』
及
び
『
続
通
信
全
覧
』
を
中
心
と
す
る
幕
末
の
諸
記
録
と
「
外
務
省
記
録
」

と
を
架
橋
す
る
史
料
群
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
か
の
『
続
通
信
全
覧
』
で
さ

え
、
昭
和
十
四
年
の
時
点
で
は
「
幕
末
外
交
ノ
全
般
ヲ
知
リ
ウ
ヘ
キ
貴
重
ナ
ル
史

料
」
と
認
め
ら
れ
つ
つ
も
、「
書
庫
ニ
秘
蔵
セ
ラ
レ
未
タ
公
刊
ニ
至
ラ
ス
一
般
ヨ
リ

ハ
其
ノ
存
在
サ
ヘ
モ
殆
ト
忘
却
セ
ラ
レ
居
ル
状
態
」）

16
（

と
認
識
さ
れ
た
。
も
っ
と

も
、
こ
れ
は
執
筆
者
が
多
少
誇
張
し
た
表
現
を
し
て
お
り
、『
続
通
信
全
覧
』
は
昭

和
六
年
に
日
本
史
籍
協
会
に
よ
っ
て
復
刻
刊
行
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る）

17
（

。
ま

た
そ
の
際
、「
公
文
」
の
う
ち
「
戊
辰
中
立
顛
末
」
四
冊
（「
公
文
目
録
」
に
あ
る

「
戊
申
局
外
中
立
顛
末
」
本
冊
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て

当
時
す
で
に
焼
失
）
及
び
「
柯
太
概
覧
」
四
十
七
冊
も
刊
行
希
望
対
象
と
し
て
申

請
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

こ
の
よ
う
に
、「
外
交
公
文
」
は
、
最
初
に
整
理
さ
れ
た
当
時
と
比
較
す
る
と
史

料
群
と
し
て
大
幅
に
身
軽
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
歴
史
的
素
材
と
し
て
歴
代
の
外

務
省
文
書
担
当
部
門
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
て
き
た
。
引
き
継
が
れ
る
過
程
で
歴

史
的
価
値
を
高
め
、
あ
る
い
は
維
持
し
、
後
世
の
史
料
編
纂
事
業
に
活
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。



－ 96 －

『外交史料館報』第 28 号（2014 年 12 月）

さ
ら
に
、
史
料
群
と
し
て
の
来
歴
を
考
察
す
る
と
、
外
務
省
記
録
局
に
お
い
て
、

現
用
記
録
の
整
理
と
、
同
時
代
的
な
修
史
の
編
纂
が
並
行
的
に
進
め
ら
れ
た
業
務

の
あ
り
方
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
と
い
う
点
に
も
ま
た
、
本
史
料
群
の
ユ
ニ
ー
ク

な
価
値
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
外
務
省
記
録
「
公
文
目
録　

附
通
信
全
覧
目
録
」（
分
類
番
号7.1.3.12

）

（
２
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
移
管
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
主
と
し
て
同
編
纂
所
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
目
録
（http://w

w
w
ap.hi.u-tokyo.

ac.jp/ships/shipscontroller

）
と
の
突
き
合
わ
せ
や
、
外
務
省
記
録
「
幕
末
外
交

文
書
編
纂
一
件　

附
外
交
文
書
東
京
帝
国
大
学
ヘ
引
渡
ノ
件
」（
分
類
番
号7.1.3.19

）

に
よ
っ
て
判
別
し
た
。

（
３
）
田
中
彰
監
修
『
国
立
公
文
書
館
所
蔵
岩
倉
使
節
団
文
書　

別
冊
附
録
』（
ゆ
ま
に
書
房  

一
九
九
四
年
）
の
菅
原
彬
州
・
山
崎
渾
子
「
解
題
」。
ま
た
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン

タ
ー
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
特
別
展
『
公
文
書
に
見
る
岩
倉
使
節
団
』
に
も
「
大
使
書
類
」

の
概
要
が
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
内
容
が
個
別
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（http://w
w
w
.jacar.go.jp/iw

akura/sisetudan/taishisyorui.htm
l

）

（
４
）
外
務
省
記
録
「
日
清
修
好
通
商
条
約
締
結
一
件
」（
分
類
番
号2.5.1.6

）

（
５
）
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
「
沢
宣
嘉
関
係
文
書
」
二
八
「
岩
倉
使
節
携
行
書
類
」

（
６
）
広
沢
の
経
歴
と
『
通
信
全
覧
』
編
纂
継
承
の
経
緯
に
つ
い
て
は
田
中
正
弘
『
近
代
日

本
と
幕
末
外
交
文
書
編
纂
の
研
究
』（
思
文
閣　

一
九
九
八
年
）pp.93-102

に
詳
し
い
。

（
７
）
前
掲
『
近
代
日
本
と
幕
末
外
交
文
書
編
纂
の
研
究
』

（
８
）
外
務
省
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
外
務
省
の
百
年
』（
原
書
房　

一
九
六
九
年
）

p.1279

（
９
）
前
掲
『
近
代
日
本
と
幕
末
外
交
文
書
編
纂
の
研
究
』

（
10
）
外
務
省
記
録
「
本
省
記
録
関
係
雑
件
」
第
一
巻
（
分
類
番
号 N

.1.4.0.1

）

（
11
）
前
掲
「
幕
末
外
交
文
書
編
纂
一
件　

附
外
交
文
書
東
京
帝
国
大
学
ヘ
引
渡
ノ
件
」

（
12
）
外
務
省
記
録
「
本
省
記
録
関
係
雑
件　

旧
記
録
ニ
於
ケ
ル
整
理
問
題
」（
分
類
番
号 

N
.1.4.0.1-5

）

（
13
）
宮
地
正
人
「
幕
末
・
明
治
期
に
お
け
る
歴
史
認
識
の
構
造
」『
日
本
近
代
思
想
大
系
13  

歴
史
認
識
』（
岩
波
書
店　

一
九
九
一
年
）

（
14
）
渡
辺
の
詳
し
い
経
歴
は
不
明
。
堀
江
は
明
治
三
年
外
務
省
出
仕
。
明
治
五
年
の
琉
球

藩
在
勤
な
ど
を
経
て
明
治
十
四
年
二
月
か
ら
記
録
局
勤
務
と
な
っ
た
。
以
後
一
貫
し

て
文
書
畑
に
あ
り
、
明
治
二
十
一
年
に
は
「
記
録
編
纂
法
改
正
ニ
付
格
別
勉
励
」
し

た
こ
と
が
評
価
さ
れ
賞
与
を
得
た
。
明
治
二
十
五
年
に
は
琉
球
藩
の
藩
政
改
革
と
記

録
局
で
の
勤
務
実
績
が
認
め
ら
れ
、
規
定
の
年
限
を
待
た
ず
に
従
七
位
に
叙
せ
ら
れ

た
。

（
15
）
前
掲
「
本
省
記
録
関
係
雑
件
」
第
一
巻

（
16
）
調
査
部
第
一
課
作
成
「
外
交
史
料
編
纂
事
業
ニ
就
テ
」（
分
類
番
号 

調
査
一
11
）

（
17
）
外
務
省
記
録
「
本
省
旧
記
刊
行
許
否
関
係
雑
件
」（
分
類
番
号 N

.1.4.0.4

）
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